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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　フレキシブル絶縁基材の表面側に積層される表面層としてプリント配線層を形成すると
共にそのプリント配線層に熱源を搭載するようにしたフレキシブル基板モジュールであっ
て、取り付け相手である筐体に対して接面して取り付けられるものにおいて、前記フレキ
シブル絶縁基材の裏面側に積層される裏面層として、前記熱源からプリント配線層に伝熱
された熱スポットの面積よりも大きい面積を備えて、前記熱スポットの面積を前記取り付
け相手である筐体に向けて拡大を助長するための高熱伝導材からなる熱拡散助長層を複数
備えると共に、該熱拡散助長層は、少なくとも、前記裏面層のうちの最上位層としてフレ
キシブル絶縁基材の直ぐ裏面に直接貼り合わされる熱拡散助長層と、前記裏面層のうちの
最下位層として前記筐体に対して接面される高熱伝導性金属シートからなる熱拡散助長層
とを備え、且つ前記裏面層の最上位層である熱拡散助長層と前記フレキシブル絶縁基材と
前記プリント配線層とでフレキシブルプリント配線板を構成し、このフレキシブルプリン
ト配線板に対して、複数の熱源を搭載すると共に熱源の１乃至複数個毎にそれぞれ対応し
て前記高熱伝導性金属シートを分割配置してあることを特徴とするフレキシブル基板モジ
ュール。
【請求項２】
　筐体が照明ユニットの筐体であることを特徴とする請求項１に記載のフレキシブル基板
モジュール。
【発明の詳細な説明】
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【技術分野】
【０００１】
　本発明は、フレキシブル基板モジュールに関し、より詳しくは熱源を搭載するようにし
たフレキシブル基板モジュールに関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来、例えば発光ダイオードを用いて照明ユニットを構成する場合、フレキシブル基板
を用いて、そのプリント配線層に発光ダイオードを集積することで光量を容易に大きくす
ることができる。またフレキシブル基板を用いることで、三次元的な立体化が容易にでき
るメリットがある。
　特開２００２－１８４２０９号公報（特許文献１）には、フレキシブル基板上に複数の
発光ダイオードを搭載した照明装置が開示されている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特開２００２－１８４２０９号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　しかしながら上記特許文献１に記載の照明装置の場合、発光ダイオードを集積搭載した
フレキシブル基板において、前記発光ダイオードは一般に熱に弱く、ｐｎ接合部の温度が
例えば１３０℃を超えると、輝度低下や寿命低下を引き起こす問題があった。特に最近の
高輝度ＬＥＤの場合には、如何に放熱の問題を解消するかが大きな課題となっていた。
　特許文献１には発光ダイオードを搭載するフレキシブル基板の構造として、熱伝導性を
得るため、例えば銅等からなる金属層やグラファイト層を含む多層基板からなることが好
ましいと開示されているが、単なる抽象的な示唆に過ぎず、具体性のないものに終わって
いる。
　上述したように、ＬＥＤ等の発光熱源を搭載したフレキシブル基板を単に照明装置等の
筐体に取り付けるだけでは、放熱作用が不十分となり易い。フレキシブル基板を用いるこ
とで、三次元的な立体化が容易にできるメリットがあるのは、発光熱源をフレキシブル基
板に一括実装した後にフレキシブル基板を曲げて筐体に取り付けられるからであるが、複
雑な筐体の形に合わせてフレキシブル基板をプレスして貼り付けるのは難しく、特にＬＥ
Ｄ等の発光熱源の直下及びその近傍は圧力をあまりかけられないので、接着の際に空気層
が筐体との間に介在し易くなり、放熱性の向上が一層、図り難い問題もあった。一方、フ
レキシブル基板を筐体にプレスで貼り付けてから発光熱源を貼り付けるのは、前述のよう
に複雑な筐体の形に合わせてフレキシブル基板を貼り付ける困難さがあるという問題に加
え、発光熱源の配置が水平でない場合には発光熱源の実装を半田リフローの工程を通すこ
とは半田溶融時に発光熱源が脱落するため難しく、発光熱源の半田実装が一つずつ手作業
になり、フレキシブル基板のメリットが出せないという問題がある。このようなことから
放熱性を十分確保する必要があるような場合には、仕方なくメタルＰＣＢを使用すること
が多かった。
　なお、上記では熱源として発光ダイオードからなる発光熱源を例に説明したが、冷却が
必要な熱源には発光熱源以外にも様々あり、例えばＣＰＵ、ＭＰＵ、パワートランジスタ
ー、レーザーダイオード等の発熱量の大きな電気素子、デバイス類があげられる。近年、
これらの熱源の発熱量の増加に伴い、その放熱技術が大きな課題となっているのは、上記
の発光ダイオードの場合と同様である。
【０００５】
　そこで本発明は上記従来技術における問題点を解消し、フレキシブル基板を用い、しか
も搭載される熱源に対する放熱性に十分優れ、且つ柔軟性、集積性にも十分優れたフレキ
シブル基板モジュールの提供を課題とする。
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【課題を解決するための手段】
【０００６】
　上記課題を解決する本発明のフレキシブル基板モジュールは、フレキシブル絶縁基材の
表面側に積層される表面層としてプリント配線層を形成すると共にそのプリント配線層に
熱源を搭載するようにしたフレキシブル基板モジュールであって、取り付け相手である筐
体に対して接面して取り付けられるものにおいて、前記フレキシブル絶縁基材の裏面側に
積層される裏面層として、前記熱源からプリント配線層に伝熱された熱スポットの面積よ
りも大きい面積を備えて、前記熱スポットの面積を前記取り付け相手である筐体に向けて
拡大を助長するための高熱伝導材からなる熱拡散助長層を複数備えると共に、該熱拡散助
長層は、少なくとも、前記裏面層のうちの最上位層としてフレキシブル絶縁基材の直ぐ裏
面に直接貼り合わされる熱拡散助長層と、前記裏面層のうちの最下位層として前記筐体に
対して接面される高熱伝導性金属シートからなる熱拡散助長層とを備え、且つ前記裏面層
の最上位層である熱拡散助長層と前記フレキシブル絶縁基材と前記プリント配線層とでフ
レキシブルプリント配線板を構成し、このフレキシブルプリント配線板に対して、複数の
熱源を搭載すると共に熱源の１乃至複数個毎にそれぞれ対応して前記高熱伝導性金属シー
トを分割配置してあることを第１の特徴としている。
　また本発明のフレキシブル基板モジュールは、上記第１の特徴に加えて、筐体が照明ユ
ニットの筐体であることを第２の特徴としている。
【０００７】
　上記第１の特徴によるフレキシブル基板モジュールによれば、熱源を、フレキシブル基
板を用いて、これに搭載することで、熱源の集積性と立体的な取り付け柔軟性とに優れた
モジュールを提供できる。特に、フレキシブル絶縁基材の裏面側に積層される裏面層とし
て、前記熱源からプリント配線層に伝熱された熱スポットの面積よりも大きい面積を備え
て、前記熱スポットの面積を前記取り付け相手である筐体に向けて拡大を助長するための
高熱伝導材からなる熱拡散助長層を複数備えることにより、熱拡散助長層の介在により十
分良好な放熱性を発揮させることができ、熱源の性能や寿命を良好に維持することが可能
となった。
【０００８】
　また、裏面層のうちの最上位層としてフレキシブル絶縁基材の直ぐ裏面に直接貼り合わ
される熱拡散助長層により、熱源からプリント配線層に伝熱した熱スポットをフレキシブ
ル基材を介してフレキシブル基材の裏面層に速やかに伝熱させることができる。そしてフ
レキシブル基材の裏面層に伝熱した熱スポットの面積を下方に向けて拡大を助長すること
ができる。加えて、前記裏面層のうちの最下位層として前記筐体に対して接面される高熱
伝導性金属シートからなる熱拡散助長層により、更に下方に向けて熱スポットの面積を筐
体との接面面積に近づけるように拡大を助長することができる。即ち熱源から伝熱した熱
スポットを、筐体との接面面積に近い状態へと速やかに拡大しながら筐体へ伝熱すること
ができる。その結果として、熱源からプリント配線層に伝熱した熱を大きな面積でより効
率よくスムーズに筐体に伝熱し、良好な放熱を図ることができる。
【０００９】
　また、筐体と接面するフレキシブル基板モジュールの最下層を金属シートで構成するよ
うにしているので、フレキシブル基板モジュールを筐体に接面して取り付ける際に、両者
を密着させ易く、よって両者間に大きな圧力を加えなくとも、空気層の介在を十分に防ぐ
ことができる。これにより空気層の介在をなくして良好な放熱性を確保することができる
。
【００１０】
　また、複数の熱源を搭載したフレキシブルプリント配線板に対して、前記熱源の１乃至
複数個毎にそれぞれ対応して前記高熱伝導性金属シートを分割配置する構成であるので、
高熱伝導性金属シートの厚みを厚くしても、分割された高熱伝導性金属シートの各間隙に
おいて、引き続きフレキシブル基板モジュールを柔軟に曲げることができる。よって熱源
の立体的配置を容易に可能とすることができる。加えて、高熱伝導性金属シートの厚みを
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厚くすることができるので、熱源による熱スポットの面積を下方に向けてよりスムーズに
拡大助長し、筐体との接面面積により近づけることができる。よって放熱効率をより効果
的に向上させることができる。
【００１１】
　上記第２の特徴によるフレキシブル基板モジュールによれば、上記第１の特徴に記載の
構成による作用効果に加えて、筐体が照明ユニットの筐体であることにより、照明ユニッ
トの筐体の立体構造に合わせて、フレキシブル基板ユニットを柔軟に屈曲させて取り付け
ることができると共に、熱源から発生する熱を速やかに放熱させて照明ユニットの性能や
寿命を良好に維持することができる。
【発明の効果】
【００１２】
　本発明のフレキシブル基板モジュールによれば、搭載した熱源に対して良好な放熱性を
確保すると共に、良好な柔軟性をも確保したフレキシブル基板モジュールを提供すること
ができる。
【図面の簡単な説明】
【００１３】
【図１】本発明のフレキシブル基板モジュールを説明する断面図である。
【図２】本発明のフレキシブル基板モジュールの第１の実施形態を説明する図で、（Ａ）
、（Ｂ）、（Ｃ）のそれぞれにおいて、左右に断面図と平面図とを示す。
【図３】本発明のフレキシブル基板モジュールの第２の実施形態を説明する図で、（Ａ）
、（Ｂ）、（Ｃ）、（Ｄ）のそれぞれにおいて、左右に断面図と平面図とを示す。
【発明を実施するための形態】
【００１４】
　以下の図面を参照して、本発明に係るフレキシブル基板モジュールの実施形態を説明し
、本発明の理解に供する。しかし、以下の説明は本発明の実施形態であって、特許請求の
範囲に記載の内容を限定するものではない。
【００１５】
　先ず図１を参照して、本発明の実施形態に係るフレキシブル基板モジュールについて説
明する。
　実施形態に係るフレキシブル基板モジュール１は、取り付け対象である筐体Ｋに対して
接面して取り付けられるようにしたモジュールである。
　フレキシブル絶縁基材１１の表面側に積層される表面層として、接着層ａを介してプリ
ント配線層１２を形成している。このプリント配線層１２の所定の取り付け位置に半田１
３層を介して発光熱源１４が搭載される。前記プリント配線層１２は接着層ａを介してカ
バーレイ１５で被覆されている。なお接着層ａは、その接着の際にフレキシブル絶縁基材
１１やカバーレイ１５と同じ材質を使うときには、フレキシブル絶縁基材１１若しくはカ
バーレイ１５と一体となることで、結果的に接着層ａが存在しない状態であってもよい。
　前記フレキシブル絶縁基材１１は、ポリイミドやポリエステル等の柔軟性をもつ絶縁性
樹脂フィルムを用いている。その厚みは、例えば２５μｍ等、数十ミクロンのオーダーと
することができる。
　前記プリント配線層１２は、前記フレキシブル絶縁基材１１に接着層ａを介して銅箔を
貼ったものを用いて、その銅箔から配線パターンを形成して構成することができる。プリ
ント配線層１２の厚みは、１８μｍ或いは３５μｍ等、通常のフレキシブルプリント配線
板に用いられる厚みを使うのが使い易いが、その厚みに限定されないものとする。
　前記半田１３は、例えばＳｎ、Ａｇ、Ｃｕなどの合金からなる一般的な鉛フリー半田や
鉛含有半田を用いることができる。半田１３としては、放熱性の点で熱伝導性が良好なも
の、また寿命や劣化の点で熱耐久性の良いものが好ましい。
　前記発光熱源１４は、具体的には種々のＬＥＤである。勿論、発光を目的とするもので
あって、熱の発生を伴うものは、この発光熱源１４の範疇である。
　前記カバーレイ１５としては、一般的に使われるカバーレイ材料でよく、既述したポリ
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イミドやポリエステルの他、薄手のガラス・エポキシ等の材料がある。本実施形態ではポ
リイミドを用いている。その厚みはポリイミドの場合、例えば１２．５μｍ、２５μｍ等
、通常のフレキシブルプリント配線板に用いられる厚みとすることができる。但し、白カ
バーレイを使うと、見た目もよく、反射率も上がるので、ＬＥＤ等の発光熱源１４からの
散乱光が有効利用できるため、照明やバックライト等の照明ユニットに好ましい。
　前記接着層ａは、例えば熱硬化タイプであるアクリル樹脂やエポキシ樹脂からなる接着
剤を用いることができる。プリント配線層１２との接着に使用することから、絶縁性接着
剤である。その厚みは、例えば２５μｍ等、通常のフキシブルプリント配線板に一般的に
用いられる厚みとすることができる。接着層ａとしては、一般的なエポキシ樹脂やアクリ
ル樹脂でもよいし、紫外線用途に適したシリコーン系でもよい。またホットメルトタイプ
の樹脂、例えばポリイミド樹脂で熱ラミネートしても使うことができる。
【００１６】
　フレキシブル絶縁基材１１の裏面側に積層される裏面層として、複数の熱拡散助長層２
１、２３を積層している。
　前記熱拡散助長層２１、２３は、前記発光熱源１４から半田１３を介してプリント配線
層１２に伝熱した熱スポット（温度が周囲より高い領域）の面積を下方に向けて助長、即
ち拡張する機能を果たす。
　前記発光熱源１４から半田１３を介してプリント配線層１２に伝熱した熱スポットは、
半田１３の下面の面積に相当する。半田１３の下面面積は、前記筐体Ｋと前記フレキシブ
ル絶縁基材１１の裏面層の最下位層との接面面積に比べて、非常に小さいと言える。この
小さい面積の熱スポットがあまり大きくなることなく筐体Ｋにまで及ぶときには、筐体Ｋ
を介しての放熱効率が悪く、発光熱源１４及びその周囲のフレキシブル基板モジュール１
の温度を好ましく下げることができない。熱スポットが筐体Ｋに達した時点での熱スポッ
トの面積が、フレキシブル絶縁基材１１の裏面層の最下位層と筐体Ｋとの接面面積により
近くなることで、筐体Ｋを通じての放熱性を最大限に上げることができることを、本発明
者は種々の実験と思考錯誤を重ねた結果、知得した。熱スポットの面積を速やかに拡張さ
せる機能を果たすのが熱拡散助長層２１、２３である。
【００１７】
　前記熱拡散助長層２１は、フレキシブル絶縁基材１１の裏面側に積層される裏面層のう
ちの最上位層として、フレキシブル絶縁基材１１の直ぐ裏面に接着層ｂを介して直接貼り
合わされる。
　熱拡散助長層２１は、熱スポットの面積の増加を目的としたもので、銅箔とすることが
できる。但し銅箔であっても、従来のフレキシプリント配線板の基板として用いられる両
面銅張り基板とは大きく異なる。従来の両面銅張り基板は、表裏面の銅箔は何れも配線層
を形成することを主たる目的としたものであり、従って銅箔の厚みがプリント配線の作製
用に適して非常に薄い。即ち、従来のプリント配線板の銅張基板は、銅箔の厚みが厚くと
も３５μｍ程度以下である。これに対して本発明では、銅箔の厚みは、熱スポットの熱を
拡散させる役割から、前記３５μｍを上回る厚みとする。現に本実施形態では、熱拡散助
長層２１としての銅箔の厚みを７０μｍとしている。
　熱拡散助長層２１はＣｕを必ずしも用いる必要はない。熱拡散を目的とするものとして
、アルミ等の高熱伝導性金属を用いることができる。また天然グラファイトや人工グラフ
ァイト等のグラファイトを用い、或いは長炭素繊維や短炭素繊維等を含む炭素繊維材、そ
の他の非金属高熱伝導性材を用いることができる。
　前記フレキシブル絶縁基材１１の裏面側に積層される裏面層の接着層ｂは、上記のよう
なプリント配線層１２を含まないことから、絶縁性を必ずしも必要とせず、むしろ高放熱
性を保有した接着剤を用いることもできる。このような高放熱性の接着剤としては、銀粉
、銅粉、ＡｌＮ粉、ダイヤモンド粉、Ａｌ２Ｏ３粉、短炭素繊維などの高放熱フィラーを
含有したものを、ペースト状やシート状で用いることができる。例えば短炭素繊維とＡｌ
Ｎ粉を混ぜれば、短炭素繊維の間にＡｌＮ粉が埋まることにより、フィラーの含有率を短
炭素繊維のみの場合に比べて上げることができ、より熱伝導性・放熱特性を上げることが
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できる。勿論、接着層ｂは接着層ａと同じ材質であってもよい。
　なお接着層ｂは、その接着の際にフレキシブル絶縁基材１１やカバーレイ２２と同じ材
質を使うときには、フレキシブル絶縁基材１１もしくはカバーレイ２２と一体となること
で、結果的に接着層ｂが存在しない状態であってもよい。
【００１８】
　一方、前記熱拡散助長層２３は、フレキシブル絶縁基材１１の裏面側に積層される裏面
層のうちの最下位層として、前記筐体Ｋに対して接面される高熱伝導性金属シートとして
いる。
　この熱拡散助長層２３としての高熱伝導性金属シートは、例えばアルミ材料からなるシ
ートを用いることができる。勿論、その他、銅、銀等の高熱伝導性の金属シートを用いる
ことができる。前記高熱伝導性金属シートの具体例として、例えば純アルミ系（Ａ１系）
の１．５ｍｍ厚のアルミを用いることができる。勿論、前記アルミの厚みは、例えば０．
２ｍｍ～２０ｍｍの範囲で可能である。また高熱伝導性金属シートを銅シートとする場合
においても、その厚みは、前記熱拡散助長層２１に用いられる銅箔が例えば７０μｍ厚で
あるのに対し、更に厚い、例えば０．３ｍｍ～２０ｍｍ程度の範囲で可能である。
　熱拡散助長層２３としての高熱伝導性金属シートを筐体Ｋに対して接面状態に取り付け
るには、接着層ｂを介して接着させることで取り付けることができる。この場合、空気層
が両者間に介在することがないようにするには、接着剤として、熱硬化性の接着剤（ボン
ディングシート）を用い、ホットプレスで両者を接着するのが好ましい。また両者の接着
は発光熱源１４を実装する前に行うのが好ましい。
　また熱拡散助長層２３としての高熱伝導性金属シートと筐体Ｋとを接面状態に取り付け
る方法としては、両者が金属シート同士で平滑度が良好であれば、螺子止めによる取り付
けも可能である。その場合、必要に応じてサーマルグリースや熱伝導シート等の緩衝材を
介在させて両者の密着性を確保することができる。螺子止めによる場合は、フレキシブル
基板モジュール１の交換が可能となるメリットがある。
【００１９】
　本実施形態では熱拡散助長層２１、２３を設けたが、それらの間に更に１乃至複数の熱
拡散助長層を介在させて設けることができる。これにより熱スポットの面積の助長を一層
速やかに行うことができる。
　前記熱拡散助長層２１は、発光熱源１４からプリント配線層１２に熱伝導した熱スポッ
トを、筐体Ｋのあるフレキシブル絶縁基材１１の裏面側へ速やかに伝熱させるのに重要で
ある。そして筐体Ｋのある下方に向けて熱スポットの面積を拡大させるのに重要である。
　また前記熱拡散助長層２３は、伝熱してきた熱スポットの面積を更に拡張、助長して筐
体Ｋに伝熱するのに重要である。加えて熱拡散助長層２３を金属シートとすることで、圧
延等により平坦面を得易く、筐体Ｋに接面して取り付ける際に、両者間の密着性を十分に
高めることができる。これによって、圧力を加え難い発光熱源１４の直下の位置にあって
も、空気等の介在のない状態での両者の密着を確保して、良好な放熱性を得ることができ
る。
【００２０】
　なお、前記フレキシブル絶縁基材１１と、その表面側のある前記プリント配線層１２と
、その上のカバーレイ１５と、裏面側にある前記熱拡散助長層２１と、それを覆うカバー
レイ２２と、それらの間に介在する接着層ａ、ｂとでもって、高放熱性フレキシブルプリ
ント配線板Ｈとして独立させるようにしてもよい。この場合、前記熱拡散助長層２１を覆
うカバーレイ２２及びそれを接合する接着層ｂは、表面側のカバーレイ１５及びそれを接
合する接着層ａと同様に、銅箔表面を錆から保護するものとして設けられる。
　前記高放熱性フレキシブルプリント配線板Ｈを独立した部材とする場合には、この高放
熱性フレキシブルプリント配線板Ｈに対して熱拡散助長層２３である高熱伝導性金属シー
トを接着層ｂを介して取り付け、また発光熱源１４を半田１３を介して搭載することで、
フレキシブル基板モジュール１が構成されることになる。そしてこのフレキシブル基板モ
ジュール１が、筐体Ｋに対して、接着層ｂを介して取り付けられることになる。
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【００２１】
　本発明において、熱拡散助長層２１、２３を設けることにより放熱特性が大きく改善す
る理由は、上記において、発光熱源１４からプリント配線層１２に熱伝導した熱スポット
の面積を助長させて筐体Ｋに至らしめることによると述べた。即ち、これによって筐体Ｋ
を通じての放熱パスが広がり、それにより熱抵抗が下がり、速やかなる放熱が達成される
からである。
　ＬＥＤ等の発光熱源１４で発生した熱が熱伝導で他部材へ拡がりながら進んでいくが、
熱伝導率が高いほど遠くまで広がり易い。熱伝導率が等方性とした場合、同心円状に拡が
って行くが、熱拡散助長層２１、２３を設けることにより、その高熱伝導率によって熱の
拡散がよりスムーズになされ、下方にある筐体Ｋにもより広い領域で熱が伝わる。筐体Ｋ
へ達する熱領域の面積が大きくなることで、より大きな熱面積からの放熱が期待されるこ
とになり、結果として放熱が促進され、発光熱源１４付近での温度低下がなされる。
　以上のように、本発明のフレキシブル基板モジュール１では、発光熱源１４からの放熱
パスを十分に拡げることが可能となり、発光熱源１４、半田１３、基板に加わる熱負荷を
軽減することができるのである。
【００２２】
　本発明のフレキシブル基板モジュール１を、前記高放熱性フレキシブルプリント配線板
Ｈと発光熱源１４と高熱伝導性金属シートからなる熱拡散助長層２３とで構成する場合に
ついて、更に言及する。
　高放熱性フレキシブルプリント配線板Ｈに対しては、１乃至複数個の発光熱源１４を搭
載することができる。
　この場合において、図２に示すように、フレキシブル基板モジュール１の第１の実施形
態として、前記全ての発光熱源１４に対応して、１枚の高熱伝導性金属シートからなる熱
拡散助長層２３を高放熱性フレキシブルプリント配線板Ｈに共通配置して構成することが
できる。
　また図３に示すように、フレキシブル基板モジュール１の第２の実施形態として、前記
発光熱源１４の１乃至複数個毎にそれぞれ対応して、高熱伝導性金属シートからなる熱拡
散助長層２３を高放熱性フレキシブルプリント配線板Ｈに分割配置して構成することがで
きる。
【００２３】
　図２を参照して、フレキシブル基板モジュール１の第１の実施形態を説明する。
　先ず、熱拡散助長層２１を備えた高放熱性フレキシブルプリント配線板Ｈを用意し、こ
の裏面側に高熱伝導性金属シートからなる熱拡散助長層２３を接合する（Ａ）。接合は、
既述したように熱硬化性の接着剤（ボンディングシート）を用いたホットプレスにて接着
層ｂを介して行うことができる。
　次に高放熱性フレキシブルプリント配線板Ｈの表面側のプリント配線層１２に発光熱源
１４を複数個、それぞれ半田１３を介してリフロー炉を通して表面実装することで一度に
取り付ける（Ｂ）。これによりフレキシブル基板モジュール１が構成される。
　得られたフレキシブル基板モジュール１を筐体Ｋに対して接面して取り付ける（Ｃ）。
【００２４】
　図３を参照して、フレキシブル基板モジュール１の第２の実施形態を説明する。
　先ず、熱拡散助長層２１を備えた高放熱性フレキシブルプリント配線板Ｈを用意し、こ
の裏面側に高熱伝導性金属シートからなる熱拡散助長層２３を、複数個に分割した状態で
、それぞれ接合、配置する（Ａ）。この場合において、分割された状態の各熱拡散助長層
２３（高熱伝導性金属シート）は、それぞれ発光熱源１４の１乃至複数個が搭載されるこ
ととなる領域に対応する領域に対して配置されることになる。各熱拡散助長層２３の接合
は、既述したように熱硬化性の接着剤（ボンディングシート）を用いたホットプレスにて
接着層ｂを介して行うことができる。
　次に高放熱性フレキシブルプリント配線板Ｈの表面側のプリント配線層１２に発光熱源
１４を複数個、それぞれ半田１３を介してリフロー炉を通して表面実装することで一度に
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取り付ける（Ｂ）。図面上は、１つの熱拡散助長層２３（高熱伝導性金属シート）に対し
て１個の発光熱源１４が対応した状態に描かれている。しかし勿論、１つの熱拡散助長層
２３（高熱伝導性金属シート）に対して複数個の発光熱源１４が対応するものであっても
よいことは上述した通りである。これによりフレキシブル基板モジュール１が構成される
。
　得られたフレキシブル基板モジュール１は、熱拡散助長層２３（高熱伝導性金属シート
）が分割されて取り付けられているので、例え個々の熱拡散助長層２３（高熱伝導性金属
シート）が屈曲に適さない程厚肉になっている場合であっても、熱拡散助長層２３の取り
付けられていない部分において高放熱性フレキシブルプリント配線板Ｈを容易に屈曲させ
て、立体的構成とすることが可能となる（Ｃ）。
　よって立体的に屈曲された構造の筐体Ｋに対しても、それに合わせて高放熱性フレキシ
ブルプリント配線板Ｈを屈曲させることができ、各熱拡散助長層２３（高熱伝導性金属シ
ート）で筐体Ｋに接面して取り付けることができる（Ｄ）。即ち、放熱性に優れ且つ複数
の発光熱源１４を搭載させたフレキシブル基板モジュール１を、筐体Ｋの立体形状に合わ
せて容易に立体形状に屈曲させることができ、筐体Ｋの表面に接面状態で取り付けること
ができる。
【００２５】
　なお、上記第１の実施形態のフレキシブル基板モジュール１に示すように、１枚の共通
の熱拡散助長層２３（高熱伝導性金属シート）を高放熱性フレキシブルプリント配線板Ｈ
に取り付けている場合であっても、この熱拡散助長層２３である高熱伝導性金属シートの
材質及びシート厚を屈曲可能な条件とすることで、フレキシブル基板モジュール１を、正
に屈曲可能なものとすることができる。例えば熱拡散助長層２３である高熱伝導性金属シ
ートを純アルミ系のアルミ圧延シートとする場合には、厚みを０．２ｍｍ～０．７ｍｍ程
度とすることで、筐体Ｋとの接面に適した平坦度を有し、且つ筐体Ｋの立体形状に追従し
た曲げ加工にも適した、フレキシブル基板モジュール１を得ることができる。
【産業上の利用可能性】
【００２６】
　本発明のフレキシブル基板モジュールによれば、種々の照明ユニットやそのユニットを
用いた照明装置の製造分野おいて産業上の利用性が高い。
【符号の説明】
【００２７】
　１　　　　　フレキシブル基板モジュール
　１１　　　　フレキシブル絶縁基材
　１２　　　　プリント配線層
　１３　　　　半田
　１４　　　　発光熱源
　１５　　　　カバーレイ
　２１　　　　熱拡散助長層
　２２　　　　カバーレイ
　２３　　　　熱拡散助長層（高熱伝導性金属シート）
　Ｈ　　　　　高放熱性フレキシブルプリント配線板
　Ｋ　　　　　筐体
　ａ　　　　　接着層
　ｂ　　　　　接着層
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